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TEL3233-7555（代）　  FAX3233-7557
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次回「ちよだ青空市」は
3月4日㈬11:00～15:00開催
問�合せ�　　　　　　　
ＮＰＯ法人農商工連
携サポートセンター
　☎５２５９－８０９７
会　場　　　　　　
　千代田区神田錦町3－21
　ちよだプラットフォーム
　スクウェア・ウッドデッキ
　地下鉄東西線竹橋駅3B出口より徒歩2分
http://www.npo-noshokorenkei.jp/index.html

『第7回千代田ビジネス大賞』
エントリー企業紹介（第４回）

株式会社こどもの館

◦玩具類企画制作デザイン業　◦ユニーク部門
玩具、文具、雑貨品の企画開発からパッケージデ
ザイン、モバイルコンテンツの企画制作、フィギュ
アや立体形状の試作、原型作成、雑貨品・プレミ
アム品の商品企画から生産を一貫して行っている
デザイン会社です。

http://www.kodomonoyakata.co.jp/

代表取締役　多田昭榮
株式会社グローバルブレインスクエア

◦経営コンサルティング業　
◦ワークライフバランス部門
当社は商品企画、マーケティングをあらゆる角度からコ
ンサルティングしている会社です。社内では外国人や育
児中の女性を積極的に採用し、ダイバーシティを推進
し、ワークライフバランスの実現に取り組んでいます。

http://www.gb-s.com/

代表取締役　岩本謙一郎

株式会社アーク・システムマネジメント

◦電子機器企画製造販売業　◦ユニーク部門
弊社は、｢難しいを簡単に ｣をモットーに PCデー
タの管理・保全・修復アプライアンス（ネットワー
ク直結型ストレージ）を開発しました。BCP 対策
に、高価で特別な技術が必要であった装置を安価
にご提供しています。

http://www.ark-sm.com/

代表取締役　日吉孝浩

HEA’S　AROMA（ヒーズアロマ）

◦アロマ製品サービス販売業　◦安全安心部門
日本初の ｢禁煙アロマⓇ外来 ｣をここ千代田区か
ら発信しています。有機天然 100％のアロマ精油
を使用し心身と環境に優しい禁煙手法を現役医師
とご提案します。お好みの香りで気分よくお悩み
解決をお手伝いします。

http://heasaroma.blog.jp/

代表　西山裕美

Hybrid�Mom株式会社

◦教育、保育サービス業　◦ニュービジネス部門
しぇあたく（シェアオフィス＋託児）が日本に拡
がると、少子化に歯止めをかけ、M字カーブを改
善させ、親子が笑顔になり、離婚率を減少させ、
企業に活力を与え、日本がかつての栄光を取り戻
す一助になります。日本の国力もアップします。

http://www.hybridmom.co.jp/

代表取締役社長　三宅恵理

KANDO株式会社

◦経営コンサルティング・人材育成・IT 業
◦ワークライフバランス部門
働くことに感動する社会の実現を目指して、会社
を動かすエンジンである「打ち合わせ」を一流へ
と変えるコンサルティングや人材育成、コミュニ
ケーションツールの提供などを行っています。

http://kando-inc.com/

代表取締役　高橋輝行
株式会社ホープネット

◦労働者派遣業　◦ワークライフバランス部門
当社は通信業界に特化した派遣会社として平成
18 年に設立され、今年で 9年目を迎えました。
広く社会に通用する人材を育成すべく、若い世代
を積極的に採用しています。

http://www.hope-net.co.jp/

代表取締役社長　白熊英二

　まちみらい千代田では、毎月第２金曜日に千
代田区内の中小企業のためのビジネス法律相
談を実施します。完全予約制となっていますの
で、まずは、お電話にてお問合わせください。
日�　時　毎月第2金曜日
　①13時～②14時～③15時～※1回45分
場　所　千代田区神田錦町3－21
　　　　ちよだプラットフォームスクウェア
申　込
・�お電話にて予約状況をご確認ください。
・�実施日の2日前の正午までにご予約ください。
・�相談内容は、ビジネス法律相談に限ります。
問�合せ　産業まちづくりグループ

☎ 3233 － 7558

ビジネス法律相談（無料）
次回は3月13日㈮です！

　

今
年
で
第
７
回
と
な
る「
千
代

田
ビ
ジ
ネ
ス
大
賞
」の
表
彰
式
を

2
月
25
日
㈬
に
開
催
し
ま
す
。

　
ま
ち
み
ら
い
千
代
田
で
は
、
中

小
企
業
の
成
長
発
展
を
支
援
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
毎
年
、
経

営
革
新
や
経
営
基
盤
の
強
化
に
取

り
組
ん
で
い
る
企
業
や
特
徴
の
あ

る
優
れ
た
活
動
実
績
を
あ
げ
て
い

る
企
業
を
表
彰
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
26
社
の
応
募
が
あ
り
、

そ
の
中
か
ら
、
次
の
各
賞
が
授
与

さ
れ
ま
す
。

　

①
大
賞
、
②
千
代
田
区
長
賞
、

③
東
京
商
工
会
議
所
千
代
田
支
部

会
長
賞
、
④
東
京
商
工
会
議
所
千

代
田
支
部
チ
ャ
レ
ン
ジ
賞
、
⑤
東

京
中
小
企
業
家
同
友
会
千
代
田
支

部
長
賞
、
⑥
優
秀
賞
、
⑦
特
別
賞

　
ま
た
、
当
日
は
、
エ
ン
ト
リ
ー

企
業
の
商
品
や
カ
タ
ロ
グ
、
サ
ー

ビ
ス
を
Ｐ
Ｒ
で
き
る
展
示
会
場
を

設
け
て
、
企
業
同
士
の
交
流
会
も

実
施
し
ま
す
。

日
時　

�
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成
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年
２
月
25
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所　
ち
よ
だ
プ
ラ
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ト
フ
ォ
ー

ム
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ク
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ェ
ア
５
階
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ー
プ☎

３
２
３
３
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「第７回千代田ビジネス大賞」
表彰式を開催します

～千代田区内の中小企業の成長発展を支援～

【
ト
ピ
ッ
ク
】「
第
５
回
千
代
田
ビ�

ジ
ネ
ス
大
賞
」（
平
成
24
年
度
）で

優
秀
賞
を
受
賞
し
た
㈱
フ
ィ
ル
・

カ
ン
パ
ニ
ー（
千
代
田
区
平
河
町
）

が
、
2
0
1
4
年「R

E
V
IV
E�

JA
P
A
N
�C
U
P

」（
主
催
エ
コ

ジ
ャ
パ
ン
官
民
連
携
協
働
推
進
協

議
会
）の
復
興
ビ
ジ
ネ
ス
・
ベ
ン

チ
ャ
ー
オ
ー
プ
ン
部
門
で
敢
闘
賞

を
受
賞
し
ま
し
た
。

　
同
社
は
コ
イ
ン
パ
ー
キ
ン
グ
等

の
上
空
を
活
用
し
た「
空
中
店
舗
」

開
発
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
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ン
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ニ
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７
５
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まちみらい千代田
フェイスブックとツイッタ―

「ちよだマンション・カフェ」
次回は3月7日㈯14日㈯です！

　まちみらい千代田では、さまざまな情報を
皆様にお伝えするための広報手段として、公
式のフェイスブックとツイッターを運用して
います。ぜひ、ご活用ください。URLとQRコー
ドは以下の通りです。
●まちみらい千代田�公式フェイスブック
https://www.facebook.com/pages/公益財�

団法人まちみらい千代田/432697173544316
　フェイスブック（FACEBOOK）
とは、パソコンやスマートフォン
などから、インターネットを利用
し、文章や写真を不特定多数に発
信し公開できる、ソーシャルメ
ディアです。

　ツイッター (Twitter) とは、パ
ソコンやスマートフォンなどか
ら、ツイートと呼ばれる 140 文
字以内の短文のメッセージを投稿
し、情報を発信するソーシャルメ
ディアです。

●まちみらい千代田�公式ツイッタ―
https://twitter.com/MMChiyoda

問合せ　企画総務グループ　☎ 3233－7555

　マンション住民同士でお茶やコーヒーを飲みな
がら気軽に交流できる「ちよだマンション・カフェ」。
　次回は、飯田太郎氏（まちみらい千代田顧問・
マンション管理士）が「マンション防災　その時あ
なたはどうする」をテーマに３０分ほどの講演も
行います。
　申込みは不要です。お気軽にお越しください。
参加費は無料です。
日時・場所　
　①平成27年3月7日㈯14時～16時
　　神保町区民館2階洋室（神田神保町2－40）
　②平成27年3月14日㈯14時～16時
　　神田公園区民館5階洋室B（神田司町 2－2）
問合せ　住宅まちづくりグループ　☎3233－3223
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環
境
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
、

の
４
つ
を
目
標
に
様
々
な
ア
イ

デ
ィ
ア
と
工
夫
を
凝
ら
し
た
取
り

組
み
を
行
い
ま
し
た
。

　

鈴
木
さ
ん「
保
護
者
、
学
校
、

行
政
、
地
域
で
議
論
を
重
ね
、
意

見
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

“
血
の
通
っ
た
”仕
組
み
が
出
来
上

が
り
、
強
固
で
継
続
性
を
持
っ
た

協
力
関
係
の
構
築
に
つ
な
が
り
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
地
域
ぐ
る
み

の
温
か
い
目
や
こ
ど
も
た
ち
の
社

会
参
加
も
拡
大
し
て
い
き
ま
し

た
。」

　
現
在
、
同
会
は
、
区
の
支
援
の

も
と
、
区
内
全
域
で「
子
ど
も
を

犯
罪
被
害
か
ら
守
る
た
め
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
」や
ス
テ
ッ
カ
ー
等
の

配
布
、「
こ
ど
も
110
番
協
力
の
家
」

の
協
力
拡
大
や
普
及
啓
発
、
継
続

的
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
行
う
な

ど
、
活
発
な
活
動
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

マンション相談員連載コラム
　
私
の
所
有
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で

は
管
理
組
合
の
役
員
決
め
を
こ
れ

ま
で
輪
番
制
で
行
っ
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
組
合
員
の
高
齢
化

な
ど
に
よ
り
、
そ
の
継
続
が
厳
し

い
状
況
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
築
26
年
に
も
な
る
と
、
新
築
当

時
か
ら
の
住
人
は
全
て
60
歳
以

上
。
一
方
、
賃
借
人
の
方
は
フ
ァ

ミ
リ
ー
層
が
中
心
で
す
。
途
中
か

ら
の
入
居
者
は
単
身
者
が
多
く
、

居
住
者
の
平
均
年
齢
が
若
返
る
の

は
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
こ
と
で

し
た
。
管
理
組
合
と
し
て
も
、
単

身
の
居
住
者
は
高
齢
化
の
救
世
主

と
思
っ
て
、
管
理
組
合
の
理
事
を

お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
方
達
は
な
か
な

か
役
員
を
引
き
受
け
て
く
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
理
由
は
、｢

仕
事
が

忙
し
く
て
時
間
が
な
い｣

、｢

管�

理
組
合
に
関
心
が
な
い｣

、｢

面

倒
く
さ
い｣

、
と
い
っ
た
も
の
で

す
。
例
え
引
き
受
け
て
も
、
理
事

会
へ
の
欠
席
が
多
く
、
自
ら
進
ん

で
財
産
を
守
る
と
い
う
意
識
が
低

い
様
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
単
身
者

の
全
て
が
、
非
協
力
的
と
は
言
え

ま
せ
ん
が
、
協
調
性
が
な
い
方
が

少
な
か
ら
ず
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
こ
れ
は
個
人
の
人
間
性
で
も

あ
り
ま
す
。

　
中
に
は
、
こ
ん
な
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
独
身
女
性
の�

方
で
、
輪
番
制
の
理
事
を
お
願

い
し
た
と
こ
ろ
、「
仕
事
が
忙
し�

く
、
帰
宅
は
夜
遅
い
。
土
日
は
旅

行
に
出
る
か
ら
活
動
で
き
な
い
」

と
断
ら
れ
ま
す
。
消
防
点
検
や
排

水
管
洗
浄
の
時
に
は
、「
私
は
一

切
近
所
付
合
い
を
し
な
い
か
ら

放
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
」と
公
言

さ
れ
、
入
室
さ
え
断
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
な
の
に
、
上
層
階
か
ら

漏
水
が
発
生
し
た
時
に
は
、
管
理

会
社
に
真
っ
先
に
連
絡
を
取
り
、

マンション　よ・も・や・ま・話
第5回 管理組合員としての心得

勤
務
時
間
と
思
わ
れ
る
平
日
の
午

前
中
に
、
処
理
の
対
応
を
し
て
い

ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
姿
を
見
る

と
、
開
い
た
口
が
ふ
さ
が
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
居
住
者
で
も
、

賃
貸
住
ま
い
の
経
験
が
長
い
せ
い

か
、
管
理
会
社
が
全
て
管
理
業
務

を
行
う
も
の
だ
と
勘
違
い
さ
れ
て

い
る
方
が
多
く
居
ま
す
。
本
来
、

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
は
管
理
組
合

が
主
体
と
な
っ
て
行
う
業
務
で
あ�

り
、
管
理
会
社
は
そ
れ
を｢

委
託｣�

さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

　

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法

で
、「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有

者
等
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関

し
、
管
理
組
合
の
一
員
と
し
て
の

役
割
を
果
た
す
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」と
な
っ
て
い
る

よ
う
に
、組
合
員
が
中
心
と
な
り

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
運
営
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ

れ
は
、
自
分
達
の
マ
ン
シ
ョ
ン
は

自
分
達
で
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
昨
今
、
管
理
組
合
の
役
員
を
拒

む
組
合
員
が
多
い
で
す
が
、
マ
ン

シ
ョ
ン
を
購
入
し
た
方
は
組
合
員

と
し
て
の
責
務
を
し
っ
か
り
と
認

識
し
、
管
理
組
合
活
動
に
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士

　
鈴す
ず
木き

信し
ん
一い

ち

◆�

次
回
は「
管
理
費
と
駐
車
場
使
用�

料
」の
予
定
で
す
。

マンション相談　事例紹介マンション相談　事例紹介

※実際の相談内容をもとに再構成しています

　築25年、85戸のファミリータイプマンション
で理事長をしている。
　このマンションでは、当初から使用細則で小鳥
や金魚等を除く動物の飼育を禁止してきた。とこ
ろが近年になって、使用細則を無視して犬や猫を
住戸内で飼う居住者が現れはじめ、だんだん増え
る傾向にある。最初のうちは理事会が「犬・猫の
飼育禁止」という張り紙等をしていたが、効果が
無いため、いつの間にか放任状態になっている。
居住者の高齢化も進んでいることもあり飼育する
人がさらに増えると思われる。
　使用細則で禁止されている犬・猫の飼育が公然
と行われていることは、他の問題にも波及する恐
れがあることから、何とか対処しなければならな
いと考えている。理事の中にも飼育している人が
いるなかで、どのようにしたら良いか。

相談内容 回　答
　マンション生活のマナーやルールのなかで、時代とともに
大きな変化があったのが動物の飼育、ペットの問題です。25
年位前は、ほとんどのマンションが犬や猫の飼育を禁止して
いました。管理規約や使用細則に違反して飼育をしている区
分所有者や居住者に対して管理組合が訴えを起こし勝訴し
た例もあります。
　しかし、犬や猫をペットとする人が増える中で、ペット飼
育可をセールスポイントとするマンションが登場するなど、
次第に容認する方向にあるようです。そうはいっても、動物
を生理的に受け入れられない居住者も少なくありません。鳴
き声、臭い、毛、病気といった問題もあります。無秩序にペッ
ト可とするわけにはいきません。
　また、使用細則で禁止されていることを公然と無視し、犬
や猫を飼育する住戸が増えるような状態は改める必要があ
ります。既にかなりの数の住戸が飼育をしているようですか
ら、全面禁止の方針を打ち出しても紛糾をするだけかもしれ
ません。飼育についてのルールを設けて条件付きで解禁す
ることも視野に入れて検討をされるのが現実的でしょう。
　条件付きで解禁する場合には次のような方法が考えられ
ます。
①飼育を認める動物の範囲とサイズを決める。
②ペットの登録制度を設ける。

③避妊や病気等の衛生管理のルールを設ける。
④共用部分では抱きかかえ、エレベーターでは同乗を嫌が
　る人に配慮する。
⑤ペットクラブをつくり、飼い主同士がお互いにマナー・ルー
　ルを守るようにする。
⑥悪質なルール違反者は、区分所有法第57条～59条の義
　務違反者に対する制裁（行為の禁止、使用禁止、競売）の
　対象とすることを規約や細則に明示する。
　また、条件付き解禁であっても反対する区分所有者が多
い場合は、現在飼育している動物を特例として一代限りで容
認するという方法もあります。
　最終的には管理組合総会で決めることになりますが、総
会で審議するまでに少なくとも次のような手順をとることを
考えてください。
①マンションでのペット飼育の問題点や対応策等を調べる。
②アンケート等で飼育の実態を把握する。
③飼育の実態をもとに、理事会で解決方法を検討しいくつ
　か案をつくる。
④アンケートで、いくつかの案について居住者の意見を聞く。
⑤アンケート結果をもとに、総会に提案する内容を詰める。
⑥総会に議案として提出、審議、議決する。
　もはや「ペット禁止」で解決できる時代ではないことも確か
です。ペット飼育についてマンション内で十分に話し合い、
ルールを作る事が解決につながります。

マンション無料相談窓口開設中！マンション無料相談窓口開設中！
日時　月曜日～金曜日
　　　（土日祝を除く）
　　　午前９時から午後５時
　　　（受付は４時まで）
場所　千代田区神田錦町3－ 21
　　　ちよだプラットフォームスク
　　　ウェア４階
対象　千代田区内のマンション

　まちみらい千代田では、マンション管理士（マンション管理に関する国家
資格の専門家）が無料でご相談に応じています。

予約　�事前に日時・内容をお知
らせください。より的確
なご相談ができます。

　　　なお、個人情報が公開さ
　　　れることはありません。
問合せ　住宅まちづくりグループ

　☎３２３３－３２２３

　「
千
代
田
ま
ち
づ
く
り
サ
ポ
ー

ト
」は
、
自
主
的
な
市
民
ま
ち
づ

く
り
活
動
を
応
援
す
る
事
業
と
し

て
、
平
成
11
年
か
ら
14
年
間
、
計

94
グ
ル
ー
プ
に
助
成
を
行
い
ま
し

た
。
今
年
春
の
事
業
再
開
に
向
け

て
、
毎
月
、
過
去
の
助
成
グ
ル
ー

プ
の
活
動
事
例
を
紹
介
し
て
い
き

ま
す
。

　
「
千
代
田
区
こ
ど
も
110
番
連
絡

会
」は
、『
こ
ど
も
を
ま
も
る
電
脳

ま
ち
づ
く
り
』を
テ
ー
マ
に
第
５

回
か
ら
第
７
回（
平
成
14
～
17
年
）

の「
千
代
田
ま
ち
づ
く
り
サ
ポ
ー

ト
」で
助
成
対
象
団
体
と
し
て
認

め
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
会
は
、
地
域
ぐ
る
み
で
子

ど
も
の
安
全
を
守
る
た
め
、
麴
町

小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
が
音
頭
を
と
り
、

区
立
８
小
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
保
護

者
等
の
有
志
が
母
体
と
な
っ
て
平

成
13
年
6
月
に
発
足
し
ま
し
た
。

　

元
麴
町
小
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
と
し

て
、
活
動
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し

て
取
り
組
ま
れ
た
鈴す

ず
木き

齊ひ
と
し

さ
ん
に

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
鈴
木
さ
ん「
子
ど
も
を
守
る
こ

と
が
出
来
る
生
活
環
境
を
作
る
こ

と
が
、
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
に

つ
な
が
る
、
と
考
え
ま
し
た
。
最

初
に
麴
町
小
Ｐ
Ｔ
Ａ
が
立
ち
上
が

り
、「
千
代
田
区
こ
ど
も
110
番
」の

基
礎
と
な
る
枠
組
み
づ
く
り
や
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
そ
の

取
り
組
み
は
区
立
８
小
学
校
に
広

が
り
、
行
政
・
事
業
所
・
商
店
街

千
代
田
区
こ
ど
も
110
番
連
絡
会

連
載�

千
代
田
ま
ち
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト（
第
5
回
）等

も
参
画
し
て
く
れ
ま
し
た
。」

　
同
会
は
、
①
子
ど
も
と
保
護
者

に
危
険
情
報
を
素
早
く
伝
え
、
危

害
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
、

②「
こ
ど
も
110
番
協
力
の
家
」（
※
）

と
の
連
携
を
深
め
、
挨
拶
の
出

来
る
ま
ち
づ
く
り
を
す
る
こ
と
、�

③
講
習
会
等
を
通
じ
、
全
区
的
な

情
報
化
に
貢
献
す
る
こ
と
、
④
日

本
の
中
心
地
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活

「千代田区こども110番連絡会」に関するお問合せ

千代田区教育委員会事務局
子ども・教育部　子ども総務課事業係
電　　話　5211－4274
ファクス　3288－3420
メ ー ル　kodomosoumu@city.chiyoda.lg.jp

※ 「
こ
ど
も
110
番
協
力
の
家
」と

は
、
子
ど
も
が
緊
急
避
難
的

に
駆
け
込
め
る
場
所
と
し

て
、
現
在
、
区
内
の
事
業
所
・

個
人
住
宅
な
ど
の
協
力
に
よ

り
、
約
1
千
700
件
が
登
録
し

て
い
ま
す
。


